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姫路市消費者教育推進計画に係る市民アンケート調査 

調査結果（概要版） 

 

 

 

 

Ⅰ 調査概要 

１．調査目的 

姫路市消費者教育推進計画の改定にあたり、市民の消費生活や消費者教育についての経験や意見を

お聞きし、計画策定の基礎資料とするため。 

 

２．調査設計 

 

調査対象 調査期間 調査方法 

18歳以上の市民 3,000 人を 

住民基本台帳登録者の中から

無作為抽出 

令和7年 7月 11日～ 

令和7年 7月 25日： 

郵送配布・郵送または 

WEB回収 

 

３．回収状況 

 

配布数 有効回収数 有効回収率 

3,000 件 1,131 件 37.7％ 

※令和 7年 9月 10 日時点の回収票を反映 

 

４．報告書を見る際の注意事項 

・回答は各質問の回答者数（n）を基数として百分率（％）で示している。 

・小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合がある。 

・調査結果を図表にて表示している。表については、最も高い割合の欄を■＋太字で、２番目に高

い割合を■で網掛けをしている（その他・無回答を除く）。 

・サンプル数が少ないものについては、コメントを割愛しています。 

・本文中の設問の選択肢は、簡略化している場合がある。 
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Ⅱ 市民アンケート調査結果（※一部抜粋） 

 

（１）消費者問題への関心について 

・消費者問題への関心については、「少し関心がある」が 42.3％と４割以上を占め最も高くなって

おり、「関心がある」と合わせた『関心がある』人の割合は75.4％と７割以上となっている。 

・『関心がある』人の割合は前回調査（69.6％）と比較すると、5.8 ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・関心のある消費者問題については、「食の安全性」が 64.4％を占め最も高く、次いで「悪質商法」

（56.3％）、「インターネット利用により生じるトラブル」（39.2％）となっている。 

・前回調査と比較すると、「悪質商法」が5.8 ポイント、「インターネット利用により生じるトラブル」

が 2.3 ポイント高くなっている。一方、「食の安全性」は 6.0 ポイント、「ごみ問題・騒音等の環境

問題」は8.5 ポイント低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント  

▷消費者問題に関心のある人の割合は7割以上であり、前回調査よりも高くなっています。 

▷「悪質商法」「インターネット利用により生じるトラブル」の関心が高くなっており、「食の安全性」

をはじめ幅広い消費者問題について、市民へ正確な知識・情報を提供する場の充実が必要です。 

33.1%

29.0%

42.3%

40.6%

12.2%

13.7%

8.0%

9.5%

4.0%

4.9%

0.4%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

（n=1,131）

前回調査

（n=1,324）

関心がある 少し関心がある どちらとも言えない

あまり関心がない 関心がない 無回答

関心のある消費者問題は・・・ 

食の安全性 悪質商法

インター

ネット利用

により生じ

るトラブル

節電・節水

等の資源・

エネルギー

対策

ごみ問題・

騒音等の環

境問題

製品の欠陥

により生じ

る事故

金融問題・

多重債務
その他

今回調査

（n=852）
64.4% 56.3% 39.2% 35.8% 24.3% 22.2% 8.6% 0.9%

前回調査

（n=921）
70.4% 50.5% 36.9% 32.4% 32.8% 17.6% 10.7% 1.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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（２）「姫路市消費生活センター」の認知度 

・「姫路市消費生活センター」の認知度については、「名前だけは聞いたことがある」が 42.4％と４

割以上を占めており、前回調査より 2.8 ポイント高くなっている。 

・「名前だけは聞いたことがある」と「知らない」を合わせた『相談先として姫路市消費生活センタ

ーを利用できることを知らない』は 68.4％であり、前回調査より 6.9 ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「消費者ホットライン局番なし１８８（いやや）」の認知度 

・「消費者ホットライン局番なし188（いやや）」の認知度については、「知っている」は名前が27.5

％、番号が16.6％、内容は10.3％である。 

・前回調査と比較すると、名前と内容は同水準だが、番号は3.6ポイント低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント  

▷姫路市消費生活センターを相談先として利用できることを知らない人の割合が7割近くとなってい

ます。 

▷「消費者ホットライン局番なし188」を知らない人の割合も7割近くなっています。 

▷名前だけではなく、各事業の内容も伝わるように一層の周知・啓発に努める必要があります。 

27.5%

27.6%

16.6%

20.2%

10.3%

10.9%

69.0%

67.1%

79.4%

75.0%

84.0%

82.0%

3.5%

5.3%

4.0%

4.8%

5.7%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査（n=1,131）

前回調査（n=1,324）

今回調査（n=1,131）

前回調査（n=1,324）

今回調査（n=1,131）

前回調査（n=1,324）

名
前
に
つ
い
て

番
号
に
つ
い
て

内
容
に
つ
い
て

知っている 知らない 無回答

42.4%

39.6%

27.4%

33.0%

3.4%

4.8%

26.0%

21.9%

0.8%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

（n=1,131）

前回調査

（n=1,324）

名前だけは聞いたことがある

消費生活相談ができることを知っている

消費生活相談のほか、消費生活に関する講座等の開催なども行っていることを知っている

知らない

無回答
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（４）商品購入時やサービスを受けた際のトラブルの経験と内容 

・商品購入時やサービスを受けた際にトラブルにあったことがあるかについては、「ない」が83.2％

と8割以上を占めている一方で、「ある」が15.2％であり、1割以上の人が何らかのトラブルを経

験している。 

・前回調査と比較すると「ある」は1.9ポイント低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・トラブルの内容については、「商品やサービスの事前説明が不足、または購入した商品等に不具合

等があった」が 40.7％と４割以上を占め最も高く、次いで「電話勧誘や訪問販売などにより、し

つこい勧誘を受けた」（38.4％）、「スマホやパソコン等の利用で身に覚えのない高額請求を受け

た」（15.1％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.2%

17.1%

83.2%

80.5%

1.6%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

（n=1,131）

前回調査

（n=1,324）

ある ない 無回答

トラブルの内容は・・・ 

40.7%

38.4%

15.1%

10.5%

9.3%

4.7%

2.9%

1.7%

13.4%

0% 20% 40% 60%

商品やサービスの事前説明が不足、または購

入した商品等に不具合等があった＊＊＊＊＊

電話勧誘や訪問販売などにより、しつこい勧

誘を受けた＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

スマホやパソコン等の利用で身に覚えのない

高額請求を受けた＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

金融商品などの投資に関して「必ずもうか＊

る」などと勧誘された＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

商品・サービス等の定期購入をしたが、解約

が未了等として継続的に代金請求をされた＊

注文していない商品が自宅に送られてきて代

金を請求された＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

無料だと言いながら様々な商品などを勧めら

れ買ってしまった＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

子ども（未成年）がスマホやパソコン等を利

用し、保護者としてトラブルに巻き込まれた

その他＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

全体（n=172）
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（５）トラブル解決のための相談について（※トラブルを経験した方のみ回答） 

・トラブル解決のための相談については、「相談しなかった」が50.0％と半数を占めており、前回

調査と比較すると、2.0 ポイント低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 
 

・相談先については、「同居の家族」が32.5％と 3割以上を占め最も高く、次いで「事業者（お客

様相談窓口等を含む）」（24.1％）、「親族」（20.5％）、「友人・知人」（18.1％）、「姫路市消費生活

センター」については、12.0％となっている。 

・前回調査と比較すると、「同居の家族」は13.8 ポイント、「姫路市消費生活センター」は 2.8 ポイ

ント、「姫路市消費生活センター以外の相談窓口」は 6.6 ポイント低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48.3%

47.6%

50.0%

52.0%

1.7%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

（n=172）

前回調査

（n=227）

相談した 相談しなかった 無回答

相談先は・・・ 

32.5%

24.1%

20.5%

18.1%

12.0%

6.0%

3.6%

2.4%

1.2%

13.3%

46.3%

24.1%

18.5%

20.4%

14.8%

4.6%

10.2%

1.9%

1.9%

11.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

同居の家族＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

事業者（お客様相談窓口等を含む）＊＊

親族＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

友人・知人＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

姫路市消費生活センター＊＊＊＊＊＊＊

法律相談（弁護士、司法書士等）＊＊＊

姫路市消費生活センター以外の相談窓口

（国民生活センター、兵庫県の相談窓口）

地域包括支援センター職員＊＊＊＊＊＊

民生委員＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

その他＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

今回調査（n=83）

前回調査（n=108）
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＜トラブル経験時、どこにも相談しなかった理由＞（※トラブル経験時、相談しなかった方のみ回答） 

・相談しなかった理由については、「相談するほどのことではない（自分で解決できる）と思った」

が 52.3％と 5割以上を占め最も高く、次いで「相談しても解決しないと思った」（26.7％）、「ど

こに相談したらよいのかわからなかった」（24.4％）となっている。 

・前回調査と比較すると、「相談するほどのことではない（自分で解決できる）と思った」は12.1

ポイント低下している反面、「相談しても解決しないと思った」は 8.9 ポイント、「どこに相談し

たらよいのかわからなかった」は10.0 ポイント高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント  

▷トラブルの内容については、「商品やサービスの事前説明が不足、または購入した商品等に不具合

等があった」「電話勧誘や訪問販売などにより、しつこい勧誘を受けた」が高くなっています。様々

な消費者トラブルに対応するための知識・情報を提供する場の充実が求められます。 

▷相談先は「同居の家族」「親族」「友人・知人」など身近な人が高くなっています。また、相談しな

かった理由は「相談しても解決しないと思った」「どこに相談したらよいのかわからなかった」が前

回調査より高くなっており、姫路市消費生活センターをはじめとした各種相談機関の周知が必要で

す。 

  

52.3%

26.7%

24.4%

17.4%

3.5%

2.3%

8.1%

64.4%

17.8%

14.4%

21.2%

6.8%

5.1%

8.5%

0% 20% 40% 60% 80%

相談するほどのことではない（自分で解決

できる）と思った＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

相談しても解決しないと思った＊＊＊＊＊

どこに相談したらよいのかわからなかった

面倒だった＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

時間がかかると思った＊＊＊＊＊＊＊＊＊

お金がかかると思った＊＊＊＊＊＊＊＊＊

その他＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

今回調査（n=86）

前回調査（n=118）
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（６）消費生活に関する学習・啓発について 

・消費生活に関する学習・啓発を受けた経験については、「受けたことがない」が 85.5％と８割以

上を占めており、前回調査より 3.3 ポイント高くなっている。一方で、「受けたことがある」は

9.5％と、消費生活に関する学習・啓発を受けたことがある人は約 1割である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・消費者教育を受けたことがない理由については、「開催されていることを知らない」が71.3％と

７割以上を占め最も高く、次いで「受ける必要性を感じていない」（18.1％）、「参加する時間がな

い」（14.6％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント  

▷消費者教育については、「受けたことがない」人の割合が8割以上であり、理由としては「開催され

ていることを知らない」が高くなっています。 

▷消費者教育の場の充実だけではなく、開催にあたっての周知に取り組む必要があります。 

  

9.5%

10.3%

85.5%

82.2%

4.1%

5.5%

0.9%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

（n=1,131）

前回調査

（n=1,324）

受けたことがある 受けたことがない わからない 無回答

受けたことがない理由は・・・ 

71.3%

18.1%

14.6%

11.3%

5.2%

2.9%

70.5%

21.8%

14.4%

10.2%

8.9%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

開催されていることを知らない

受ける必要性を感じていない＊

参加する時間がない＊＊＊＊＊

参加することが面倒である＊＊

興味が持てない＊＊＊＊＊＊＊

その他＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

今回調査（n=967）

前回調査（n=1,088）
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（７）トラブルや被害にあわないために必要な知識・対処法が身についているか 

・トラブルや被害にあわないために必要な知識・対処法が身についているかについては、「ある

程度身についていると思う」が 39.8％と４割近くを占め最も高いが、前回調査より 4.2 ポイ

ント低くなっている。 

・「身についていると思う」と「ある程度身についていると思う」を合わせた『身についている

と思う』割合は 44.3％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）消費者教育を受ける場として重要だと思う場 

・消費者教育を受ける場として重要だと思う場については、「地域（町内会、老人会等）での講習会

等」が 49.2％と半数近くを占め最も高く、次いで「義務教育機関（小学校・中学校）での授業」

（42.1％）、「高等学校での授業」（38.5％）の順となっている。 

・年代別にみると、18～29歳は「高等学校での授業」、30～59歳では「義務教育機関（小学校・

中学校）での授業」、60歳以上は「地域（町内会、老人会等）での講習会等」が最も高くなって

いる。 

 

 

 

 

 

  

4.5%

5.2%

39.8%

44.0%

30.2%

28.4%

17.4%

13.8%

7.1%

6.9%

1.1%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

（n=1,131）

前回調査

（n=1,324）

身についていると思う ある程度身についていると思う

あまり身についていないと思う 身についていないと思う

わからない 無回答
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ポイント  

▷トラブルや被害にあわないための知識・対処法は『身についていると思う』が44.3％ですが、前回

調査より低下しています。 

▷消費者教育を受けるにあたって重要だと思う場は年齢層によって違いがみられます。 

▷各年代に応じて効果的な教育・啓発の場を提供できるよう、行政だけでなく学校、地域、職場など

と連携して消費者教育に取り組む必要があります。 

49.2%

42.1%

38.5%

24.5%

22.2%

15.5%

13.3%

9.9%

2.0%

10.3%

53.6%

36.5%

33.7%

25.5%

21.5%

12.0%

12.9%

9.6%

2.9%

8.4%

0% 20% 40% 60% 80%

地域（町内会、老人会等）での講習会等＊＊

義務教育機関（小学校・中学校）での授業＊

高等学校での授業＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

県、市主催の講習会等＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

会社、職場での講習会・勉強会等＊＊＊＊＊

大学での授業＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

消費者団体、ＮＰＯ主催の講習会・勉強会等

企業等が主催する講習会・勉強会等＊＊＊＊

その他＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

わからない＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

今回調査（n=1,131）

前回調査（n=1,324）

回

答

者

数

（

人

）

地

域

（

町

内

会

、

老

人

会

等

）

で

の

講

習

会

等

県

、

市

主

催

の

講

習

会

等

企

業

等

が

主

催

す

る

講

習

会

・

勉

強

会

等

消

費

者

団

体

、

N

P

O

主

催

の

講

習

会

・

勉

強

会

等

義

務

教

育

機

関

（

小

学

校

・

中

学

校

）

で

の

授

業

高

等

学

校

で

の

授

業

大

学

で

の

授

業

会

社

、

職

場

で

の

講

習

会

・

勉

強

会

等

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

全体 1,131 49.2% 24.5% 9.9% 13.3% 42.1% 38.5% 15.5% 22.2% 2.0% 10.3%

18～29歳 54 16.7% 7.4% 16.7% 7.4% 64.8% 74.1% 38.9% 44.4% 0.0% 5.6%

30～39歳 96 35.4% 18.8% 10.4% 5.2% 64.6% 62.5% 26.0% 37.5% 2.1% 8.3%

40～49歳 152 38.2% 29.6% 18.4% 9.2% 60.5% 55.3% 30.9% 36.2% 5.3% 7.2%

50～59歳 168 37.5% 24.4% 17.3% 16.1% 52.4% 47.0% 20.2% 34.5% 1.2% 9.5%

60～69歳 203 49.8% 28.1% 9.9% 15.3% 40.9% 36.5% 9.9% 17.2% 3.0% 13.8%

70歳以上 455 63.7% 24.6% 3.5% 15.2% 25.5% 21.8% 6.2% 9.5% 1.1% 11.2%
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（９）消費者問題に対して、市に期待する取り組み 

・消費者問題に対して、市に期待する取り組みについては、「消費生活での被害やその対処法等につ

いての情報提供の充実」が 62.1％と６割以上を占め最も高く、次いで「高齢者、障がい者等、被

害にあいやすい人たちへの地域の見守り強化」（49.1％）、「消費生活センターの活動内容の周知に

向けた広報・ＰＲなど」（41.8％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント  

▷消費生活での被害やその対処法についての一層の情報提供とともに、被害にあいやすい人たちへの

見守り強化、消費生活センターの活動についての広報に一層、取り組む必要があります。 

  

62.1%

49.1%

41.8%

28.7%

23.2%

20.9%

9.7%

1.8%

5.9%

61.3%

51.4%

38.1%

26.1%

20.2%

18.4%

8.3%

2.4%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80%

消費生活での被害やその対処法等に

ついての情報提供の充実＊＊＊＊＊

高齢者、障がい者等、被害にあいや

すい人たちへの地域の見守り強化＊

消費生活センターの活動内容の周知

にむけた広報・ＰＲなど＊＊＊＊＊

消費生活センターの相談体制の強化

ＳＮＳ等を通じた注意喚起情報等の

発信＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

消費者教育（消費者向け講座等の開

催を含む）の充実＊＊＊＊＊＊＊＊

消費者団体への積極的な活動支援＊

その他＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

特にない＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

今回調査（n=1,131）

前回調査（n=1,324）
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（10）18歳到達時点で得ておくべき消費生活に関する知識 

・18歳到達時点で得ておくべき消費生活に関する知識については、「契約の意味や仕組み」が76.3

％と7割以上を占め最も高く、次いで「クレジットカード・電子マネー等の多様な決済（キャッシ

ュレス）方法の仕組み」（67.9％）、「詐欺的な悪質商法の手口と対策」（66.6％）となっている。 

・「手助けが必要な高齢者、障がい者、子どもを守るための知識」以外の項目が前回調査を上回って

おり、18歳到達時点で得ておくべき消費生活に関する知識に対する関心が高まっていることがう

かがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント  

▷成年年齢となる18歳の到達時点では、「契約の仕組み」「多様な決済方法の仕組み」「悪質商法の手

口と対策」など多様な知識を得ておく必要があるという結果となっています。 

▷多くの項目で前回調査を上回っており、18歳到達時点で得ておくべき消費生活に関する知識に対す

る関心は高いことがうかがえます。 

▷消費生活に関する教育を効果的に実施できるよう、学校等をはじめとした各主体での教育の現状を

把握し、必要な支援を行うことが求められます。 

  

76.3%

67.9%

66.6%

51.5%

50.1%

49.5%

48.7%

36.6%

1.3%

1.9%

71.0%

59.9%

55.4%

48.3%

44.7%

44.6%

44.9%

39.8%

1.7%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

契約の意味や仕組み＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

クレジットカード・電子マネー等の多様な

決済（キャッシュレス）方法の仕組み＊＊

詐欺的な悪質商法の手口と対策＊＊＊＊＊

個人情報の保護についての基礎知識＊＊＊

情報通信（インターネット・携帯電話等）

を適切に活用できる基礎知識＊＊＊＊＊＊

訪問販売や通信販売（テレビ・インターネ

ット・新聞広告など）の注意点＊＊＊＊＊

お金の計画的な使い方＊＊＊＊＊＊＊＊＊

手助けが必要な高齢者、障がい者、子ども

を守るための知識＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

その他＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

特にない＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

今回調査（n=1,131）

前回調査（n=1,324）
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（11）SDGsの認知度 

・SDGsの認知度については、「知っている」が47.2％と最も高く、次いで、「知らない」

（26.9％）、「名前は知っているが、内容は知らない」（25.1％）の順である。 

・「知っている」は前回調査より 39.6 ポイント高くなっている。これは学校教育等により、若い世

代の認知度が高くなっていることによるものと推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回

答

者

数

（

人

）

知

っ

て

い

る

名

前

は

知

っ

て

い

る

が

、

内

容

は

知

ら

な

い

知

ら

な

い

無

回

答

全体 1,131 47.2% 25.1% 26.9% 0.8%

18～29歳 54 66.7% 24.1% 9.3% 0.0%

30～39歳 96 76.0% 17.7% 6.3% 0.0%

40～49歳 152 69.7% 22.4% 7.9% 0.0%

50～59歳 168 61.3% 25.0% 13.7% 0.0%

60～69歳 203 46.8% 27.6% 25.6% 0.0%

70歳以上 455 26.6% 26.8% 44.8% 1.8%

47.2%

7.6%

25.1%

7.5%

26.9%

83.8%

0.8%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

（n=1,131）

前回調査

（n=1,324）

知っている 名前は知っているが、内容は知らない 知らない 無回答
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（12）今後心がけたい消費行動 

・今後心がけたい消費行動については、「食品ロスの削減」が 73.9％と７割以上を占め最も高く、

次いで「節電・節水などの省エネの実践」（62.8％）「マイバッグ・マイ箸等の利用」（47.2％）

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント  

▷SDGsの認知度は学校教育等の影響により、若い世代を中心に高まっています。 

▷心がけたい消費行動は「食品ロスの削減」をはじめ「節電・節水などの省エネの実践」「マイバッ

グ・マイ箸等の利用」など多岐にわたっています。 

▷SDGsのゴールの１つである「つくる責任 つかう責任」に関連して、持続可能な消費と生産につ

いて啓発を行い、行動促進につなげることが重要です。 

 

73.9%

62.8%

47.2%

38.5%

33.9%

27.9%

19.2%

8.8%

0.8%

4.3%

69.3%

55.3%

56.2%

39.7%

36.5%

32.3%

20.5%

9.4%

0.8%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食品ロスの削減＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

節電・節水など省エネの実践＊＊＊＊＊＊

マイバッグ・マイ箸等の利用＊＊＊＊＊＊

表示や説明を確認し、内容を理解したうえ

での商品、サービスの選択＊＊＊＊＊＊＊

地産地消の商品の購入＊＊＊＊＊＊＊＊＊

環境に配慮した商品やサービスの選択＊＊

身近に消費問題で困っている人がいたら、

消費生活センターへの相談を勧める＊＊＊

フェアトレード製品等の購入＊＊＊＊＊＊

その他＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

特にない＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

今回調査（n=1,131）

前回調査（n=1,324）


